
押上・業平橋駅周辺地区
東京スカイツリー®のまちづくり

新たな都市拠点・生活環境の整備（交通結節点等の整備）
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広大な鉄道ヤード跡地開発の停滞

区による地区整備構想検討等が実施されてきた　
が、多様な権利者間の合意形成が必要であり、社　
会経済状況も低迷し、開発が停滞していた。

墨田区中央部の交通結節点における　　　　　
広域総合拠点の形成

墨田区中央部に位置し、羽田、成田、大手町、浅草と
直結した鉄道4線が集中する交通結節点でありなが
ら、低未利用地のままであった。

 道路・駅前広場等の基盤整備と、商業・業務・文化等の機
能を導入した広域拠点の形成が求められていた。

 背景・課題

URが3つの力を発揮。
1. URの関与による低未利用地の
　 土地利用転換プロジェクトの立ち上げ

永年にわたって蓄積したノウハウを活かし、事業手
法検討等の事業化を支援
公的機関としての中立性を活かし、多様な権利者間
の合意形成を促進

2. URが組合土地区画整理事業を包括的に実施
　 （旧公団・機構通じて初）

調査設計、工事、補償交渉から事業の運営支援、収支
管理までを、組合から受託し、総合的に事業を執行
管理
 公的機関としての中立性や調整能力を活かし、組合内
の合意形成促進、対外調整・折衝、地区内外において
輻輳する工事・関連事業の工程等の総合調整

3. URのコーディネートにより国際観光拠点と
　 しての広域的なまちづくりを推進

東京スカイツリーを核とした「まちづくりグランドデ
ザイン」の策定支援
 地区計画、都市再生整備計画および北十間川水辺活
用構想の策定支援等、各種コーディネートを通じ、地
域のまちづくりの実現に向けて総合的に行政を支援

 事業のポイント

 事業の概要

 位 置 図

事 業 名 称 押上・業平橋駅周辺土地区画整理事業
施 行 者 押上・業平橋駅周辺土地区画整理組合
受 託 者 独立行政法人都市再生機構
施 行 期 間 平成17年度～平成24年度
施 行 面 積 約6.4ha
減 歩 率 約29％（うち公共減歩 約23%）
事 業 費 約99億円
地 権 者 数 16名（うち法人4名、個人12名）
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組合土地区画整理事業の包括的な実施

〔ha（%）〕
施 行 前 地 積 施 行 後 地 積
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計

宅 地
保留地 ―
合 計

1995（平成7）年～
 東京都、墨田区による地区整備構想検討の実施

2002（平成14）年 7月
 URが墨田区から技術支援要請を受け、法人4社で構成
する再開発推進協議会へのコーディネートに着手

2002（平成14）年 9月
 個人地権者のまちづくり勉強会発足 

2003（平成15）年 3月
 東京メトロ半蔵門線が押上駅まで延伸し、東武伊勢
崎線と相互直通運転開始

2004（平成16）年 10月
 まちづくり協議会（準備組合）の発足

2005（平成17）年 3月
 都市計画決定（土地区画整理事業、駅前広場、街路）

2005（平成17）年 12月
 土地区画整理組合設立認可 URが組合から事業を包括受託

2006（平成18）年 3月
 新タワーの建設地に決定

2007（平成19）年 9月
 土地区画整理事業の工事に着手

2008（平成20）年 3月
 都市計画決定（地区計画、用途地域変更等）

2008（平成20）年 7月
 東京スカイツリー着工

2008（平成20）年 8月
 全域仮換地指定完了

2012（平成24）年 5月
 まちびらき（東京スカイツリータウン開業）

2012（平成24）年 10月 2013（平成25）年 3月
 換地処分  組合解散

 経 緯

 UR都市機構の3つの役割

　マネージメント

　スタートアップ

 土地利用転換プロジェクトの立ち上げにあたって、永年にわたって蓄積したノウハウを活用した事業手法の
検討や事業化支援、そして公的機関としての中立的立場から、権利者間の円滑な合意形成を進めてきました。

低未利用地の土地利用転換プロジェクトの立ち上げ

国際的観光拠点としての広域的なまちづくりの推進
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 公共施設整備計画

 当地区におけるURの取り組み

 面積対照表

 事業スケジュール

 まちづくりグランドデザイン
当地区へのタワー建設が決定した２００６（平成18）年、URは墨田区から委
託を受け、地区周辺における新タワーを前提とした「まちづくりグランドデザ
イン」を策定。その内容は都市計画マスタープランの改定に反映され、すみだ
中央エリア（地区周辺35ha）は錦糸町・両国と並ぶ「広域総合拠点」となりま
した。グランドデザインの思想は、その後の「基本計画」や「地区計画」等に受
け継がれています。

 個人地権者建物共同化支援（H18～H19）
 景観ガイドラインの策定（H19）
 総合施工調整業務（H19）
 踏切対策検討会事務局業務（H19）

 公共空間デザイン指針の策定（H19）
 観光まちづくり総合交通戦略の策定（H19）
 まちづくり連絡会事務局業務（H20～）
 北十間川水辺のまちづくり構想の策定（H22）等

UR都市機構は、組合事務局として事業運営支援や工事の総合調整に取り組
むとともに、コーディネーターとして行政のまちづくりを支援しています。

　コーディネート

平成26年 4月現在
このページ内の地図は、著作権法に基づく利用許諾及び測量法に基づく複製承認を受けたものである。

無断複製を禁ずる。（利用許諾及び承認番号）MMT利許第064-7号、25都市基交測第274号
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タワー

曳舟川通りの整備

小梅通りの整備

浅草通りの整備

舟運ネットワークの形成

親水空間の整備

都市高速鉄道８号線の延伸

人道橋と船着場の整備

業平橋駅～曳舟駅間の高架化

南北横断通路の整備

四ツ目通りの整備

主要生活道路の整備

桜橋通りの整備

東武橋・京成橋の修景

都市高速鉄道8・11号線の延伸

防災広場の整備

新タワーゾーン
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にぎわいゾーン
水と緑ゾーン

鉄道施設

Ⅰ街区
Ⅱ街区

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ⅲ街区

駅前広場の整備

駐輪場の整備

押上通りの整備

舟運ネットワークの形成

樋門の改良

言問通りの整備

土地区画整理組合土地区画整理組合 墨田区・住民墨田区・住民街区開発者・関連事業者街区開発者・関連事業者

UR都市機構UR都市機構

地区内

事業運営（事務局） 総合調整 まちづくり支援

地区外

理事．監事

工事連絡会

工事調整会議

施工調整会議

道路調整会議

工程調整会議

UR（事務局）
組合・区・開発事業者・企業者

組合・区・開発事業者
企業者

組合・工事請負者

道路管理者・企業者
組合

企業者・組合

総  会
組合員
（法人・個人）

理事会

法人連絡会
法人4社

まちづくり連絡会
周辺29町会

各種勉強会
タワービュー通り沿道住民
北十間沿川住民など

まちづくり構想策定
墨田区
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